
  ○常総衛生組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関

する条例 

昭和３７年５月９日 

常総衛生組合条例第４号 

 

 改正 昭和３７年１０月１０日 組合条例第１２号 昭和３９年 ９ 月 ８ 日 組合条例第 ７ 号 

    昭和４１年 ３ 月 ３ 日 組合条例第 ２ 号 昭和４３年 ４ 月１１日 組合条例第 ２ 号 

    昭和４６年 ８ 月 ５ 日 組合条例第 ２ 号 昭和４６年１１月１８日 組合条例第 ４ 号 

    昭和４９年 ８ 月２６日 組合条例第 ３ 号 昭和５０年 ８ 月 ５ 日 組合条例第 ２ 号 

    昭和５２年 ３ 月２４日 組合条例第 ２ 号 昭和５４年 ２ 月１５日 組合条例第 ５ 号 

    昭和５４年 ６ 月 ７ 日 組合条例第 ６ 号 昭和５４年 ９ 月１０日 組合条例第 ８ 号 

    昭和５５年 ２ 月２５日 組合条例第 ２ 号 昭和５５年 ７ 月２１日 組合条例第 ４ 号 

    昭和５６年 ８ 月 ７ 日 組合条例第 ２ 号 昭和５８年 ７ 月１９日 組合条例第 ３ 号 

    昭和６１年 ６ 月 ６ 日 組合条例第 ２ 号 昭和６２年 ３ 月 ３ 日 組合条例第 １ 号 

    平成１２年 ６ 月２９日 組合条例第 ２ 号 平成１９年１０月２５日 組合条例第 ２ 号 

    令和 ４ 年１０月 ６ 日 組合条例第 １ 号 令和 ５ 年 ２ 月 ３ 日 組合条例第 ６ 号 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条において準用す

る同法第２０３条第５項の規定に基づき，次の各号に掲げる特別職の職員に対する報酬

及び費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。 

 (1) 管理者 

 (2) 副管理者 

 (3) 監査委員 

 (4) 公平委員会の委員 

 (5) 行政不服審査会の委員 

 （報酬） 

第２条 管理者，副管理者の報酬は，別表第１のとおりとする。 

第３条 監査委員，公平委員会の委員及び行政不服審査会の委員の報酬は，別表第１の２

のとおりとする。 

 （報酬の支給方法） 

第４条 管理者，副管理者には，その職に就いた日から報酬を支給し，年の中途において



任期満了，辞職，失職又は死亡によりその職を離れたときは，月割りにより支給し，そ

の月の中途の場合は，その月の日数を基礎として日割りにより支給する。ただし，いか

なる場合においても重複して報酬を支給しない。 

２ 監査委員，公平委員会の委員及び行政不服審査会の委員の報酬は，勤務のつど支給す

る。 

 （費用弁償） 

第５条 特別職の職員が，勤務のため関係市の区域外に旅行したときは，費用弁償として

旅費を支給する。 

２ 前項の規定による旅費の種類及び額は，別表第２のとおりとする。 

３ 旅費の支給方法は，一般職の職員の旅費支給の例によるものとする。 

 （委任） 

第６条 この条例の施行について必要な事項は，管理者が別にこれを定める。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

   附 則（昭和３７年組合条例第１２号） 

 この条例は，公布の日から施行し，昭和３７年１０月１日から適用する。 

   附 則（昭和３９年組合条例第７号） 

 この条例は，公布の日から施行し，昭和３９年９月１日から適用する。 

   附 則（昭和４１年組合条例第２号） 

 この条例は，公布の日から施行し，昭和４１年１月１日から適用する。 

   附 則（昭和４３年組合条例第２号） 

 この条例は，公布の日から施行し，昭和４３年４月１日から適用する。 

   附 則（昭和４６年組合条例第２号） 

 この条例は，公布の日から施行し，昭和４６年４月１日から適用する。 

   附 則（昭和４６年組合条例第４号） 

 この条例は，公布の日から施行し，昭和４６年４月１日から適用する。 

   附 則（昭和４９年組合条例第３号） 

 この条例は，公布の日から施行し，昭和４９年４月１日から適用する。 

   附 則（昭和５０年組合条例第２号） 

 この条例は，公布の日から施行し，昭和５０年４月１日から適用する。 

   附 則（昭和５２年組合条例第２号） 

 この条例は，昭和５２年４月１日から施行する。 

   附 則（昭和５４年組合条例第５号） 

 この条例は，昭和５４年４月１日から施行する。 



   附 則（昭和５４年組合条例第６号） 

 この条例は，公布の日から施行し，昭和５４年４月１日から適用する。 

   附 則（昭和５４年組合条例第８号） 

 この条例は，公布の日から施行し，昭和５４年４月１日から適用する。 

   附 則（昭和５５年組合条例第２号） 

 この条例は，昭和５５年４月１日から施行する。 

   附 則（昭和５５年組合条例第４号） 

 この条例は，公布の日から施行し，昭和５５年４月１日から適用する。 

   附 則（昭和５６年組合条例第２号） 

 この条例は，公布の日から施行し，昭和５６年４月１日から適用する。 

   附 則（昭和５８年組合条例第３号） 

 この条例は，公布の日から施行し，昭和５８年４月１日から適用する。 

   附 則（昭和６１年組合条例第２号） 

 この条例は，公布の日から施行し，昭和６１年４月１日から適用する。 

   附 則（昭和６２年組合条例第１号） 

 この条例は，昭和６２年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１２年組合条例第２号） 

 この条例は，公布の日から施行し，平成１２年４月１日から適用する。 

   附 則（平成１９年組合条例第２号） 

 この条例は，公布の日から施行し，平成１９年５月１日から適用する。 

   附 則（令和４年組合条例第１号） 

 この条例は，公布の日から施行する。 

   附 則（令和５年組合条例第６号） 

 この条例は，令和５年４月１日から施行する。 

  



別表第１ 

区 分 報 酬 年 額 

管 理 者 ５０,０００円 

副 管 理 者 ４６,０００円 

 

 

別表第１の２ 

監 査 委 員 

知識経験を有する者の 

中から選任された委員 
日 額     ７,０００円 

議会議員の中から選任 

さ れ た 委 員 
日 額     ６,０００円 

 

公 平 委 員 会 

の 委 員 

 

委 員 長 日 額     ７,０００円 

委 員 日 額     ６,０００円 

 

行政不服審査会 

の 委 員 

 

会 長 日 額     ７,０００円 

委 員 日 額     ６,０００円 

 

 

別表第２ 

区 分 鉄道賃 船 賃 航空賃 

車 賃 

１キロメ 

ートルに 

つき 

日 当 

１日に 

つ き 

宿 泊 料 

（１夜につき） 
食卓料 

県 外 県 内 

管 理 者 実 費 実 費 実 費 37 円 2,400 円 14,000 円 12,000 円 1,700 円 

副管理者 実 費 実 費 実 費 37 2,400 14,000 12,000 1,700 

監査委員 実 費 実 費 実 費 37 2,400 14,000 12,000 1,700 

公平委員 実 費 実 費 実 費 37 2,400 14,000 12,000 1,700 



行政不服

審査会の

委員 

実 費 実 費 実 費 37 2,400 14,000 12,000 1,700 

備考 固定宿泊施設に宿泊しない場合には，県内に宿泊したものとみなす。 


